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１　【中間連結財務諸表等】
（１）【中間連結財務諸表】
①【中間連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当中間連結会計期間末
（平成22年９月30日）

資産の部
流動資産
現金及び預金 6,781
高速道路事業営業未収入金 13,114
未収入金 3,809
未収還付法人税等 45
未収消費税等 333 ※3
有価証券 15,100
仕掛道路資産 196,681
その他のたな卸資産 212
受託業務前払金 14,185
繰延税金資産 462
その他 2,691
貸倒引当金 △ 11
流動資産合計 253,405

固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 22,291
減価償却累計額 △ 5,382
建物及び構築物（純額） 16,909
機械装置及び運搬具 39,193
減価償却累計額 △ 16,561
機械装置及び運搬具（純額） 22,631
土地 5,114
リース資産 853
減価償却累計額 △ 178
リース資産（純額） 675
建設仮勘定 1,201
その他 942
減価償却累計額 △ 475
その他（純額） 467
有形固定資産合計 46,999
無形固定資産
ソフトウエア 885
その他 5
無形固定資産合計 891
投資その他の資産
投資有価証券 1,408
繰延税金資産 342
その他 926
貸倒引当金 △ 113
投資その他の資産合計 2,563
固定資産合計 50,454
資産合計 303,860 ※1
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（単位：百万円）

当中間連結会計期間末
（平成22年９月30日）

負債の部
流動負債
高速道路事業営業未払金 14,227
未払金 6,315
短期借入金 150
１年以内返済予定長期借入金 22,598
リース債務 139
未払法人税等 200
未払消費税等 150 ※3
受託業務前受金 14,451
前受金 627
賞与引当金 1,369
回数券払戻引当金 397
その他 1,005 ※4
流動負債合計 61,634
固定負債
道路建設関係社債 95,303 ※1
道路建設関係長期借入金 89,578
長期借入金 5,333
リース債務 536
繰延税金負債 106
退職給付引当金 17,961
役員退職慰労引当金 54
ＥＴＣマイレージサービス引当金 796
負ののれん 1,113
その他 745
固定負債合計 211,529
負債合計 273,163
純資産の部
株主資本
資本金 10,000
資本剰余金 10,000
利益剰余金 10,673
株主資本合計 30,673
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 23
評価・換算差額等合計 23
純資産合計 30,696
負債・純資産合計 303,860
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②【中間連結損益計算書】
（単位：百万円）

営業収益 93,491
営業費用
道路資産賃借料 66,251
高速道路等事業管理費及び売上原価 27,605
販売費及び一般管理費 3,493 ※1
営業費用合計 97,350
営業損失 △ 3,858
営業外収益
受取利息 14
受取配当金 1
土地物件貸付料 20
寄付金収入 144
原因者負担収入 7
負ののれん償却額 187
その他 124
営業外収益合計 499
営業外費用
支払利息 53
偽造ハイウェイカード損失 0
デリバティブ評価損 32
持分法による投資損失 1
その他 6
営業外費用合計 95
経常損失 △ 3,453
特別利益
固定資産売却益 1 ※2
投資有価証券償還益 0
回数券払戻引当金戻入額 14
負ののれん発生益 1,756
仕掛道路資産修正益 110
特別利益合計 1,884
特別損失
固定資産売却損 0 ※3
固定資産除却費 42 ※4
投資有価証券評価損 13
投資有価証券償還損 11
デリバティブ評価損 16
減損損失 144 ※5
特別損失合計 229
税金等調整前中間純損失 △ 1,798
法人税、住民税及び事業税 121
過年度法人税等 53
法人税等調整額 △ 75
法人税等合計 99
少数株主損益調整前中間純損失 △ 1,898
少数株主損失 △ 87
中間純損失 △ 1,811

当中間連結会計期間
（自　平成22年４月１日

    至  平成22年９月30日）
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③【中間連結株主資本等変動計算書】
（単位：百万円）

　当中間連結会計期間
（自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日）

株主資本
資本金
前期末残高 10,000
当中間期変動額
当中間期変動額合計 -
当中間期末残高 10,000
資本剰余金
前期末残高 10,000
当中間期変動額
当中間期変動額合計 -
当中間期末残高 10,000
利益剰余金
前期末残高 12,484
当中間期変動額
中間純損失 △ 1,811
当中間期変動額合計 △ 1,811
当中間期末残高 10,673
株主資本合計
前期末残高 32,484
当中間期変動額
中間純損失 △ 1,811
当中間期変動額合計 △ 1,811
当中間期末残高 30,673

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
前期末残高 18
当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間期
変動額（純額）

5

当中間期変動額合計 5
当中間期末残高 23
評価・換算差額等合計
前期末残高 18
当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間期
変動額（純額）

5

当中間期変動額合計 5
当中間期末残高 23
少数株主持分
前期末残高 1,886
当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間期
変動額（純額）

△ 1,886

当中間期変動額合計 △ 1,886
当中間期末残高 -
純資産合計
前期末残高 34,389
当中間期変動額
中間純損失 △ 1,811
株主資本以外の項目の当中間期
変動額（純額）

△ 1,881

当中間期変動額合計 △ 3,692
当中間期末残高 30,696
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　　④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー
　税金等調整前中間純損失 △ 1,798
　減価償却費 3,822
　減損損失 144
　負ののれん償却額 △ 187
　負ののれん発生益 △ 1,756
　貸倒引当金の増減額（△は減少） 1
　退職給付引当金の増減額（△は減少） 167
　役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △ 43
　賞与引当金の増減額（△は減少） 155
　回数券払戻引当金の増減額（△は減少） △ 25
　ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） 111
　受取利息 △ 14
　受取配当金 △ 1
　支払利息 53
　固定資産売却損益（△は益） △ 1
　固定資産除却費 42
　投資有価証券評価損益（△は益） 13
　投資有価証券償還損益（△は益） 10
　デリバティブ評価損益（△は益） 49
　持分法による投資損益（△は益） 1
　売上債権の増減額（△は増加） 8,687
　たな卸資産の増減額（△は増加） △ 14,296※２
　仕入債務の増減額（△は減少） △ 4,179
　未払又は未収消費税等の増減額 200
　その他 3,819
  小計 △ 5,025
　利息及び配当金の受取額 19
　利息の支払額 △ 759
　法人税等の支払額 △ 2,134
　営業活動によるキャッシュ・フロー △ 7,900
投資活動によるキャッシュ・フロー
　固定資産の取得による支出 △ 1,340
　固定資産の売却による収入 2
　固定資産の除却による支出 △ 35
　投資有価証券の取得による支出 △ 549
　投資有価証券の売却による収入 0
　有価証券の償還による収入 550
　子会社株式の取得による支出 △ 20
　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,393
財務活動によるキャッシュ・フロー
　短期借入金の純増減額（△は減少） △ 6,000
　長期借入れによる収入 8,458
　長期借入金の返済による支出 △ 9,478※２
　リース債務の返済による支出 △ 63
　少数株主への配当金の支払額 △ 0
　その他 △ 34
　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 7,118
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 16,412
現金及び現金同等物の期首残高 37,983
現金及び現金同等物の中間期末残高 21,570※１

当中間連結会計期間
（自　平成22年４月１日
    至  平成22年９月30日）
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【中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】
当中間連結会計期間

（自　平成22年４月１日
    至　平成22年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項
（１）連結子会社の数 ７社
 　連結子会社の名称 阪神高速サービス㈱

阪神高速技術㈱
阪神高速パトロール㈱
阪神高速トール大阪㈱
阪神高速トール神戸㈱
阪神高速技研㈱
㈱高速道路開発

（２）主要な非連結子会社の名称
　該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項
（１）持分法適用の関連会社数 ６社

関連会社の名称 ㈱情報技術
㈱テクノ阪神
内外構造㈱
㈱ハイウエイ管制
阪神施設工業㈱
阪神施設調査㈱

（２）持分法を適用していない主要な非連結子会社等の名称
　該当事項はありません。

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項
　すべての連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日と一致してお
ります。
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当中間連結会計期間
（自　平成22年４月１日
    至　平成22年９月30日）

４．会計処理基準に関する事項
（１）重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
その他有価証券
（時価のあるもの）
　中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。

（時価のないもの）
　移動平均法による原価法によっております。

②デリバティブ
　時価法によっております。

③たな卸資産

仕掛道路資産

その他のたな卸資産

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
５～60年
５～17年

その他 ５～10年

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）

　評価基準は主として原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの
方法）によっております。

　個別法を採用しております。
　なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係
る費用その他の附帯費用を加算した価額に労務費・人件費等の
うち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却
工事費用等資産の取得に要した費用の額を加えた額としており
ます。
　また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当
該資産の工事完了の日までに発生したものは建設価額に算入し
ております。

　主として個別法を採用しております。

　当社は定額法、連結子会社は定率法（ただし、平成10年４月１日
以降に取得した建物（附属設備は除く）は定額法）を採用しており
ます。

建物及び構築物
機械装置及び運搬具

　また、阪神高速道路公団から承継した資産については、上記耐用
年数を基にした中古資産の耐用年数によっております。
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当中間連結会計期間
（自　平成22年４月１日
    至　平成22年９月30日）

②無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法を採用しております。

③リース資産

（３）重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金

②賞与引当金

③回数券払戻引当金

④退職給付引当金

⑤役員退職慰労引当金

⑥ＥＴＣマイレージサービス引当金

　なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利
用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用し
ております。

　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実
績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可
能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の
うち当中間連結会計期間の負担額を計上しております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取
引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引については、通常の
賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

　回数通行券の廃止に伴う払戻に備えるため、販売実績、使用実績
及び払戻実績等に基づいて算出した発生見込額を計上しておりま
す。

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職
給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末に
おいて発生していると認められる額を計上しております。
　なお、過去勤務債務は、その発生時に一括費用処理することとし
ており、数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した
額をそれぞれ発生年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。
　また、連結子会社においては、退職給付債務の見込額は簡便法
（退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方
法）を採用しております。

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基
づく中間連結会計期間末要支給額を計上しております。

　ＥＴＣマイレージサービス制度による高速道路通行料金割引に備
えるため、マイレージポイント発生見込額を計上しております。
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当中間連結会計期間
（自　平成22年４月１日
    至　平成22年９月30日）

（４）重要な収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
道路資産完成高

受託業務収入

（５）中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
　

（６）その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

　工事完成基準を適用しております。

　当中間連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性
が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見
積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準
を適用しております。

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、か
つ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月
以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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【中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】
当中間連結会計期間
（自　平成22年４月１日

    至　平成22年９月30日）

（資産除去債務に関する会計基準の適用）

（「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関
する当面の取扱い」の適用）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　当中間連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会
計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準
適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用し
ております。

　当中間連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準
第16号　平成20年３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理
に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号　平成20年３月10日）を適
用しております。

　当中間連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基
準第21号　平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企
業会計基準第22号　平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計基
準」の一部改正」（企業会計基準第23号　平成20年12月26日）、「事業分
離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成20年12月26日）、
「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号　平成20年12月26日公
表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指
針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）を適用しており
ます。

これにより損益に与える影響は軽微であります。

これにより損益に与える影響は軽微であります。
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【表示方法の変更】
当中間連結会計期間
（自　平成22年４月１日

    至　平成22年９月30日）

（中間連結貸借対照表）
１．

２．

（中間連結損益計算書）
１．

２．　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20
年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す
る規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令
第５号）の適用により、当中間連結会計期間では、「少数株主損益調
整前中間純損失」の科目で表示しております。

　前中間連結会計期間まで未収入金に含めて表示しておりました高速
道路事業営業未収入金については、当中間連結会計期間より区分掲記
しております。
　なお、前中間連結会計期間の高速道路事業営業未収入金は13,629百
万円であります。
　前中間連結会計期間まで未払金に含めて表示しておりました高速道
路事業営業未払金については、当中間連結会計期間より区分掲記して
おります。
　なお、前中間連結会計期間の高速道路事業営業未払金は13,618百万
円であります。

　前中間連結会計期間まで営業外費用の「その他」に含めて表示して
おりました「デリバティブ評価損」は、当中間連結会計期間におい
て、営業外費用の総額の100分の10を超えたため区分掲記しておりま
す。
　なお、前中間連結会計期間における「デリバティブ評価損」の金額
は９百万円であります。
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【注記事項】
（中間連結貸借対照表関係）

当中間連結会計期間末
（平成22年９月30日）

※１ 担保資産及び担保付債務

　２ 偶発債務

(1)

(2)

　（独）日本高速道路保有・債務返済機構

※３ 消費税等の取扱い

※４ 企業結合に係る特定勘定

13,949百万円
　なお、上記引き渡しにより当中間連結会計期間において道路建設
関係長期借入金が6,334百万円減少しております。

　仮払消費税等及び仮受消費税等は当社及び連結子会社毎に相殺の
うえ、未収消費税等及び未払消費税等として表示しております。

　当社の連結子会社である阪神高速サービス㈱が、社団法人阪神有
料道路サービス協会からスルーウェイカード提携事業及び広報受託
事業等を譲り受けたのに伴い、譲受時に見込まれた広告宣伝費支出
見込残高37百万円が、企業結合に係る特定勘定として、流動負債
「その他」に計上されております。

  高速道路株式会社法第８条の規定に基づき、当社の総財産を道路
建設関係社債95,303百万円（額面95,500百万円）の一般担保に供し
ております。

　独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の保有する債券等
に対して、次のとおり債務保証を行っております。

　（独）日本高速道路保有・債務返済機構
582,630百万円

　日本道路公団等民営化関係法施行法第16条の規定により、独
立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が阪神高速道路公
団から承継した債券（国が保有している債券を除く。）に係る
債務については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機
構と連帯して債務を負っております。

　独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規
定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する
費用に充てるために負担した債務を独立行政法人日本高速道路
保有・債務返済機構に引き渡した額のうち、以下の金額につい
ては、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯し
て債務を負っております。
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（中間連結損益計算書関係）
当中間連結会計期間
（自　平成22年４月１日
    至　平成22年９月30日）

※１

役員報酬 174百万円
役員退職慰労引当金繰入額 8百万円
給料手当 639百万円
賞与引当金繰入額 160百万円
退職給付費用 97百万円
減価償却費 277百万円
ＥＴＣマイレージサービス引当金繰入額 796百万円
利用促進費 409百万円

※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
機械装置及び運搬具 1百万円
計 1百万円

※３ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
建物及び構築物 0百万円
機械装置及び運搬具 0百万円
計 0百万円

※４ 固定資産除却費の内容は次のとおりであります。
建物及び構築物 39百万円
機械装置及び運搬具 0百万円
その他（工具、器具及び備品） 1百万円
ソフトウエア 0百万円
計 42百万円

※５ 減損損失

種類 場所 計上額
建物及び構築物 75百万円
機械装置及び運搬
具

10百万円

その他（工具、器
具及び備品）

6百万円

ソフトウエア 1百万円
建設仮勘定 50百万円

144百万円

（資産のグルーピング）

①

販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりであ
ります。

　当中間連結会計期間において、当社グループは以下の資産グループに
ついて減損損失を計上しました。

用途

休憩所施設
大阪府泉大津
市なぎさ町
ほか

　　（合計）

　資産のグルーピングは管理会計上の区分を基礎として以下のように決
定しております。

　高速道路事業に使用している固定資産は、すべての資産が一体
となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を一
つの資産グループとしております。
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当中間連結会計期間
（自　平成22年４月１日
    至　平成22年９月30日）

②

③

（減損損失を認識するに至った経緯）

（回収可能価額の算定方法）

　休憩所別の営業損益が継続してマイナスとなった休憩所施設につき、
固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失
として特別損失に計上しております。

　使用価値をもって回収可能価額を測定しております。なお、減損対象
となった資産については、いずれも将来キャッシュ・フローの見積額が
マイナスであるため、使用価値は零と評価しております。

　①以外の事業用固定資産については、原則として事業管理単位
毎としております。

　それ以外の固定資産については、原則として個別の資産毎とし
ております。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）
当中間連結会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前連結会計年度末
株式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間末
株式数（千株）

20,000 － － 20,000

20,000 － － 20,000

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。

４．配当に関する事項
該当事項はありません。

普通株式

株式の種類

発行済株式

合計
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１

現金及び預金勘定 6,781 百万円
取得日から３ヶ月以内に償還される
短期投資（有価証券勘定）
預入期間が３ヶ月を超える定期預金等 △ 111 百万円
現金及び現金同等物 21,570 百万円

※２債務引受けによる道路建設関係長期借入金の減少額
　営業活動によるキャッシュ・フロー、たな卸資産の増減額△14,296百万円に
は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項により独立行
政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属したたな卸資産の額6,110百万円
が含まれ、また、財務活動によるキャッシュ・フロー、長期借入金の返済による
支出△9,478百万円には、同項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債
務返済機構が行った債務引受の額6,334百万円が含まれております。

当中間連結会計期間

（平成22年9月30日現在）

　　至　平成22年９月30日）
（自　平成22年４月１日

14,900 百万円

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目
の金額との関係
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（リース取引関係）
当中間連結会計期間
（自　平成22年４月１日
    至　平成22年９月30日）

１　ファイナンス・リース取引（借主側）
（借主側）所有権移転外ファイナンス・リース取引
（1）リース資産の内容

（2）リース資産の減価償却の方法

①

取得価額
相当額

（百万円）

減価償却
累計額相当額
（百万円）

中間期末残高
相当額
（百万円）

その他

（工具、器具及び備品）

176 124 51

② 未経過リース料中間期末残高相当額
１年以内 20百万円
１年超 33百万円
合計 54百万円

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額
支払リース料 22百万円
減価償却費相当額 18百万円
支払利息相当額 1百万円

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法
減価償却費相当額の算定方法

利息相当額の算定方法

　高速道路事業における維持管理用車両、その他における駐車場設備（構築
物）及び事務用機器であります。

　中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計処理基準に
関する事項（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであり
ます。
　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日
が、平成20年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る
方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

ソフトウエア

合計

リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額

機械装置及び運搬具

26 26 0

2979109

211840

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各
期への配分方法については利息法によっております。
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当中間連結会計期間
（自　平成22年４月１日
    至　平成22年９月30日）

２　オペレーティング・リース取引
 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

① 道路資産の未経過リース料
１年以内 134,757百万円
１年超 8,179,577百万円
合計 8,314,334百万円

（注） 1.

2.

　
② 道路資産以外の未経過リース料

１年以内 24百万円
１年超 84百万円
　合計 108百万円

　道路資産の貸付料は、実績料金収入が、計画料金収入に計画料
金収入の変動率に相当する金額を加えた金額（加算基準額）を超
えた場合、当該超過額（実績料金収入-加算基準額）が加算され
ることとなっております。また、実績料金収入が、計画料金収入
から計画料金収入の変動率に相当する金額を減じた金額（減算基
準額）に足りない場合、当該不足額（減算基準額-実績料金収
入）が減算されることとなっております。

　道路資産の未経過リース料の金額は変動する場合があります。
当社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、道路
資産の貸付料を含む協定について、おおむね５年ごとに検討を加
え、必要がある場合には、相互にその変更を申し出ることができ
るとされております。ただし、道路資産の貸付料を含む協定が独
立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第17条に規定する
基準に適合しなくなった場合等、業務等の適正かつ円滑な実施に
重大な支障が生ずるおそれがある場合には、上記の年限に関わら
ず、相互にその変更を申し出ることができるとされております。
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（金融商品関係）
当中間連結会計期間末（平成22年９月30日）
金融商品の時価等に関する事項

中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

(1) 6,781 6,781 -

(2) 13,114 13,114 -

(3) 3,809 3,809 -

(4) 未収還付法人税等 45 45 -

(5) 未収消費税等 333 333 -

(6) 16,431 16,431 -

資産計 40,515 40,515 -

(1) 高速道路事業営業未払金 14,227 14,227 -

(2) 未払金 6,315 6,315 -

(3) 短期借入金 150 150 -

(4) 1年以内返済予定長期借入金 22,598 22,598 -

(5) 未払法人税等 200 200 -

(6) 未払消費税等 150 150 -

(7) 道路建設関係社債 95,303 99,163 3,859

(8) 道路建設関係長期借入金 89,578 89,578 -

(9) 長期借入金 5,333 5,333 -

負債計 233,858 237,717 3,859

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産

　なお、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」を参照くだ
さい。

　平成22年９月30日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお
りであります。
　なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（(注)2.
参照）。

現金及び預金

高速道路事業営業未収入金

未収入金

有価証券及び投資有価証券

(1)現金及び預金、(2)高速道事業営業未収入金、（3）未収入金、（4）未収還付法人税等及び（5）未
収消費税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。

(6)有価証券及び投資有価証券

　これらの時価は、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から
提示された価格によっております。また、譲渡性預金等については、短期間で決済されるため、時
価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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負　債

デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」を参照ください。

(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分
中間連結貸借対照表計
上額（百万円）

非上場株式 77

(注)3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「資産（6）有価証券及び投資有価
証券」には含めておりません。

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価額がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバ
ティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバ
ティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(1)高速道路事業営業未払金、(2)未払金、(3)短期借入金、（5）未払法人税等及び（6）未払消費税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。

(4)1年以内返済予定長期借入金、（8）道路建設関係長期借入金及び（9）長期借入金

　これらの時価は、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は
実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿
価額によっております。

(7)道路建設関係社債
　当社の発行する社債の時価は、市場価格に基づき算定しております。

　固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り
引いた現在価値により算定しております。
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（有価証券関係）
当中間連結会計期間末（平成22年９月30日）

1．その他有価証券

中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

（1）株式 55 40 14

（2）債券

①国債・地方債等 - - －

②社債 204 200 4

③その他 90 75 14

（3）その他 17 15 2

367 332 35

（1）株式 101 106 △ 5

（2）債券

①国債・地方債等 749 750 △ 0

②社債 - - －

③その他 312 336 △ 23

（3）その他 14,900 14,900 －

16,064 16,093 △ 29

16,431 16,426 5

2．減損処理を行った有価証券
　当中間連結会計期間において、その他有価証券について30百万円減損処理を行っております。
　なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行
い、30～50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っておりま
す。

種類

中間連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるもの

小計

中間連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えないもの

小計

合計

（注）非上場株式（中間連結貸借対照表計上額　10百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極
      めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
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（デリバティブ取引関係）
当中間連結会計期間末（平成22年９月30日）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（債券関連）

（注） １．時価については、取引先金融機関から提示された価格によっております。
２．デリバティブが組み込まれた商品であります。
３．

４．契約額等については、当該複合金融商品の取得価格を表示しております。

（ストック・オプション等関係）
当中間連結会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）
該当事項はありません。

評価損益
（百万円）

市場取引以外の取引
仕組債・ユーロ円建
債

397 397 284 △ 112

区分 取引の種類
契約額等
（百万円）

契約額等の
うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

組込デリバティブについて、時価を合理的に区分して測定できないため、当該複合金融
商品全体を時価評価しております。

合計 397 397 284 △ 112
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（企業結合等関係）
当中間連結会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）
該当事項はありません。

（追加情報）

（１）取引の概要 　　

（２）実施した会計処理の概要

（３）株式取得における取得原価及びその内訳
現金 20百万円

（４）負ののれん発生益の金額及び発生原因
負ののれん発生益の金額 1,756百万円
発生原因

　

取引当事企業の名称 ㈱高速道路開発

㈱高速道路開発による自己株式の取得
　当社の連結子会社である㈱高速道路開発は、少数株主より発行済株式の一
部を自己株式として平成22年9月10日付で取得しております。
　なお、当該取得により、当社グループの㈱高速道路開発に対する持分比率
が増加し、同社は完全子会社となっております。

　自己株式の取得原価が取得した資産及び引き受けた負債に配
分された純額を下回ったため。

取引当事企業の事業の
内容

高速道路の料金収受業務に係る人材派遣事業等

取引の目的
㈱高速道路開発の完全子会社化により、グループ経
営の効率化を推進し、当社グループの企業価値の向
上を図るため

株式取得日 平成22年9月10日

株式取得法的形式

取引後企業の名称 変更はありません。

　本株式取得は、「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基
準」（企業会計基準第１号　平成18年８月11日）及び「自己株式及び準
備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
針第２号　平成18年８月11日）に基づき会計処理を行っております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当中間連結会計期間（自平成22年４月１日　至平成22年９月30日）

１．報告セグメントの概要

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

　セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

（単位：百万円）

高速道路事業 受託事業 計

87,962 4,172 92,134 1,356 93,491 - 93,491

45         -          45         5 50 (50) -          

88,007 4,172 92,180 1,362 93,542 (50) 93,491

△ 4,098 △ 7 △ 4,106 248 △ 3,858 - △ 3,858

247,282 17,776 265,059 4,675 269,734 34,125 303,860

3,025 - 3,025 119 3,144 678 3,822

376 - 376 326 702 469 1,171

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない休憩所等事業、駐車場事業、道路管理代行事業等を含ん

　でおります。
２．調整額は、以下のとおりであります。
（1）売上高の調整額△50百万円は、セグメント間取引消去であります。
（2）セグメント資産の調整額34,125百万円は、全社資産であり、その主なものは各事業共用の固定資産、余剰運用
   資金等であります。
（3）減価償却費の調整額678百万円は、各事業共用の固定資産の減価償却費であります。
（4）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額469百万円は、各事業共用の固定資産の設備投資額であります。
３．セグメント利益又は損失（△）は、中間連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。

セグメント利益又は損
失（△）

　当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、
経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社グループは、「高速道路事業」、「受託事業」を中核として事業活動を展開しており、当社及びグループ会社の事業
の種類別の区分により、経営を管理しております。

　したがって、当社グループにおける事業セグメントは、事業の種類別セグメントにより識別しており、「高速道路事業」
及び「受託事業」の２つを報告セグメントとしております。

　「高速道路事業」においては、阪神高速道路の新設、改築、修繕その他の管理等を実施しております。「受託事業」にお
いては、国、地方公共団体等の委託に基づき道路の新設、改築等を実施しております。

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における
記載と同一であります。

報告セグメント その他
（注）1

合計
調整額
（注）2

中間連結財務
諸表計上額
（注）3

売上高

外部顧客への売上高

セグメント間の内部
売上高又は振替高

計

セグメント資産

その他の項目

減価償却費

有形固定資産及び無
形固定資産の増加額
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【関連情報】

　当中間連結会計期間（自平成22年４月１日　至平成22年９月30日）

１．製品及びサービスごとの情報
（単位：百万円）

高速道路料金収入 その他 合計

81,612 11,879 93,491

２．地域ごとの情報
(1)売上高

(2)有形固定資産

３．主要な顧客ごとの情報

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
　当中間連結会計期間（自平成22年４月１日　至平成22年９月30日）

（単位：百万円）

高速道路事業 受託事業 その他 全社・消去 合計

- - 144 - 144

（注）「その他」の金額は、すべて休憩所等事業に係る金額であります。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
　当中間連結会計期間（自平成22年４月１日　至平成22年９月30日）

該当事項はありません。

（単位：百万円）

高速道路事業 受託事業 その他 全社・消去 合計

161 - 25 - 187

979 - 134 - 1,113

（注）「その他」の金額は、すべて旅行事業に係る金額であります。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　当中間連結会計期間（自平成22年４月１日　至平成22年９月30日）

（追加情報）
　当中間連結会計期間（自平成22年４月１日　至平成22年９月30日）

　 本邦の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しており
 ます。

外部顧客への売上高

減損損失

　当中間連結会計期間において、高速道路事業について1,756百万円の負ののれん発生益を計上しており
ます。これは、当社の連結子会社である㈱高速道路開発が、平成22年９月に少数株主より発行済株式の一
部を自己株式として取得した際に、自己株式の取得原価が取得した資産及び引き受けた負債に配分された
純額を下回ったことにより発生したものであります。

　当中間連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成
21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
20号 平成20年３月21日）を適用しております。

当中間期償却額

当中間期末残高

　 本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超える
 ため、記載を省略しております。

  なお、平成22年４月1日前に行われた企業結合により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、
以下のとおりであります。

　　外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高で中間連結損益計算書の売上高の10％以上を占めるも
　のがないため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

１株当たり純資産額 1,534.83 円

１株当たり中間純損失金額 90.56 円

中間純損失（△）(百万円） △ 1,811

普通株主に帰属しない金額　(百万円） －

普通株式に係る中間純損失（△）(百万
円）

△ 1,811

普通株式の期中平均株式数　(千株） 20,000

（注）１株当たり中間純損失金額又は１株当たり当期純利益金額の
算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目

当中間連結会計期間
（自　平成22年４月１日
  　至　平成22年９月30日）

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、１
株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。

当中間連結会計期間

（自　平成22年４月１日

　　至　平成22年９月30日）
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（重要な後発事象）

当中間連結会計期間

（多額な社債の発行）

区分

発行総額
利率
償還方法
発行価額
払込期日
償還期日
担保
資金の使途

その他

年0.381パーセント

（自　平成22年４月１日
　　至　平成22年９月30日）

阪神高速道路株式会社第５回社債（一般担保付、独立行政法人日
本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付）
金100億円

 当社は、取締役会の決議（社債（政府保証なし）400億円以内）に基づき、平成
22年10月29日を払込期日として、以下の条件で社債（政府保証なし）を発行しま
した。

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による重畳的債務
引受

満期一括
額面100円につき金100円
平成22年10月29日
平成27年９月24日
一般担保
高速道路株式会社法（平成16年法律第99号）第５条第１項第１号
及び第２号の事業に要する資金に充当

27 


